
議員提案第４４号

北朝鮮による核実験及びミサイル発射に対し厳重に抗議する決議について 

このことについて，次のとおり決議するものとする。
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北朝鮮による核実験及びミサイル発射に対し厳重に抗議する決議

本市は，これまで日本海を平和の海であってほしいという先人たちからの強い思いで

日本海対岸の諸国と友好交流を重ねてきた。この思いが決して脅かされることがあって

はならない。 

しかしながら，北朝鮮は国際社会からのたび重なる自制の声を無視し８月 29 日には

弾道ミサイルを発射し，我が国上空を通過し早朝からＪアラートが鳴り響いた。その恐

怖もまだ覚めやらぬうちに，９月３日に６回目となる核実験を実施し，さらに９月 15日

にも弾道ミサイルが北海道上空を通過し襟裳岬の東約 2,200 キロメートルの太平洋に落

下した。 

 我が国は世界で唯一の被爆国であり，核実験は断固として許すわけにはいかない。北

朝鮮から多数の拉致被害者がいまだ帰国が実現されず，拉致被害の現場となった本市に

おいても，被害者本人と帰国を待つ家族の我慢も体力も限界に達している。そのような

中での一連の暴挙は，国連安保理決議に反するものであり，我が国を初め東アジア地域，

そして国際社会全体の平和と安全を脅かす重大な脅威である。 

 また，周辺空域・海域の航空機，船舶にも深刻な危機をもたらしており，地域の緊張

をさらに高める許しがたい挑発行為である。 

本議会は，北朝鮮の暴挙に対し厳重に抗議し，平和に向けて邁進するものである。 

 以上，決議する。 

 平成２９年１０月３日 
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